
第３回障がい福祉計画策定委員会 資料

平成３０年１月１７日（水）午後２時

であえーる岩見沢 ４階 会議室１



１開催日・場所・参加者数

開催日 場所 参加者数
内訳

当事者 保護者等 支援者

10月23日（月）
市役所栗沢支所
（栗沢町東本町21）

20人 13人 2人 5人

10月25日（水）
幌向総合コミュニティーセンターほっとかん
（幌向南1-1）

34人 14人 8人 12人

10月26日（木）
広域総合福祉センター
（11西3丁目）

58人 26人 9人 23人

10月28日（土）
市役所3階会議室
（鳩が丘1丁目1-1）

55人 37人 12人 6人

合計 167人 90人 31人 46人

障害種別 参加者数

身体障がい者 71人

精神障がい者 13人

知的障がい者 7人

合計 91人

障がい福祉に関する意見を聞く会 報告

２当事者の詳細

※重複あり



・A型事業所をもっと増やしてほしい

・就労支援を受けられる場所がなくなっていかないのか心配

・成人期の発達障がいの人の相談の場、訓練の場がない

３意見要旨

・A型事業所が潰れていっている状況なので不安がある

・発達障がい等の子ども達が早期発見・早期療育出来るような制度や支援の仕方を考えてほしい

・市内で医療的ケアの必要な児童が通える普通級が少ない、学校に看護師を入れてほしい

・放課後等デイサービスで、通う事業所が見つからず困っている人もいる

・重度訪問介護利用者、一般的には65歳で介護保険に切り替えられるが、満足に生活できない

・他者の訪問、気にかけてくれる人、場所があってほしい

・市内にグループホームは少ないのではないか

・障がいの重い児童の短期入所受け入れが難しい

（１）当事者・保護者



（２）支援者

・精神系医療機関を退院した後、地域生活をするが住宅の受け皿がない、一人暮らしが難しい方のための、
精神のグループホームがもっと必要

・ヘルパー派遣の依頼はあるが、支援者が確保ができず、お断りすることがある

・就労支援は、一般就労への階段を上る支援と思っているが、一般企業は、身体障がいはあるが、能力は
健常者よりあると評価されるような障がい者の求人が多く、知的や精神の障がいのある人は一般就労に
繋がらない

・成年後見制度は大切な制度であるので、もう少し積極的な周知を試みてほしい

・就労支援は、就労だけでなく人と関わる社会交流にもなるので、利用をすすめたいが工賃が非常に安い



（３）その他意見

・独居の除雪支援。重度の方についてはしっかり支援してほしい

・精神障害者手帳の恩恵が少ない

・気軽に利用できる外出支援のボランティアがあると助かる

・B型事業所の工賃の水準を上げてほしい

・障がい者向けの仕事の賃金水準を上げてほしい

・通勤に使用する公共交通機関の料金を優遇してほしい

・車椅子マークが障がいのある方全般のマークであることが知られていない

・「障がい者のてびき」は、生活する上で非常に重要な情報が載っており、定期的に配ってほしい

・ただ話し相手になってくれるだけのサービスがほしい



- 1 - 

岩見沢市障がい福祉計画等策定に係るアンケート調査結果について 

 

１ 調査概要 

アンケート対象者数・回収状況  

区分 対象者数 回答者数 回収率 

障がい者 5,589 2,504 44.8％ 

一般市民 2,500 992 39.7％ 

合計 8,089 3,496 43.2％ 

 

２ 回答者の属性等 

① 回答者の年齢、性別 

身体障がい者は、年齢層は「80 歳代以上」が 35.3％で最も多く、70 歳代以上で 64.8％を占めている。知的障がい者は「10 歳代」

（20.4％）が最も多く、精神障がい者は「40 歳代」（23.2％）が最も多い。一般市民では、年齢層は「60 歳代」（22.6％）が最も多い。 

 

② 身近に障がいのある方がいるか 

回答者（一般市民）の身近に障がいのある方がいるかについては、「家族等の親戚」が 45.3％で最も多く、次いで「隣近所」（27.4％）

となっている。 

 

③ 障害者手帳の所持状況 

障害者手帳の所持状況を見ると、身体障がい者（身体障害者手帳所持者）のうち、「療育手帳」または「精神障害者保健福祉手帳」の

所持者はそれぞれ 3.4％、4.6％となっている。同じく知的障がい者（療育手帳所持者）のうち、「身体障害者手帳」または「精神障害者

保健福祉手帳」の所持者はそれぞれ 24.5％、7.8％となっている。また、精神障がい者（精神障害者保健福祉手帳所持者）のうち、「身

体障害者手帳」または「療育手帳」の所持者はそれぞれ 35.6％、8.3％となっている。 
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３ 各サービスの利用状況 ～ 数値目標の設定に関係するもの（調査結果一覧別紙） 

① 日常生活を支援するサービス 

居宅介護、重度訪問介護、重度障がい者等包括支援、同行援護、行動援護、移動支援、療養介護、生活介護、日中一時支援、 

地域活動支援センター、短期入所、補装具・日常生活用具、相談支援事業 

② 住むための支援や精神科病院からの退院を支援するサービス 

共同生活援助、施設入所支援、地域移行支援、地域定着支援、自立生活援助 

③ 就労を支援するサービス 

自立訓練（機能・生活）、就労移行支援、就労継続支援（A型 B型）、就労定着支援 

④ 権利擁護に関するサービス 

成年後見制度、日常生活自立支援事業 

⑤ コミュニケーションに関するサービス 

手話通訳、要約筆記支援、点訳支援、音訳支援 

⑥ 発達の遅れのある子を支援するサービス 

児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援 

 

◎ 数値目標の設定にあたっては、各サービスを「今後利用したい」と回答した者の割合を参考とする。 

◎ 制度を知らないと答えた者の割合が多いサービスについては、周知の方法等を検討。 
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４ 各サービスの利用状況以外の調査結果について 

（１）日常生活における介助の必要性 

日常生活における介助の必要性を、介助が必要な人の割合（「一部介助が必要」と「全部介助が必要」の割合の合計）で比較すると、知

的障がい者の介助の必要性が高い結果となっている。身体障がい者で最も介助の必要性が高いのは「入浴」の 27.3％で、次いで「お金の

管理」が 23.3％、知的障がい者で最も介助の必要性が高いのは「お金の管理」の 71.6％で、次いで「入浴」が 35.0％、精神障がい者で最

も介助の必要性が高いのは「お金の管理」の 35.6％で、次いで「入浴」が 20.6％となっている。 

３障がい全てで介助の必要性が高いものに「入浴」と「お金の管理」が挙げられる一方で、「日常生活自立支援事業」を利用していない

人や制度を知らない人の割合が高い。 

（２）受けたことがある・今後したいと思うボランティア支援 

これまで受けたことがあるボランティア支援については、「特にない」がいずれの障がい区分ともに最も多くなっている。「特にない」

を除くと、身体障がい者は「外出時の介助」が 5.6％で最も多くなっている。同じく、知的障がい者、精神障がい者はともに「話し相手」

が 8.9％、9.1％で最も多くなっている。また、一般市民が今後したいと思うボランティア支援については、「話し相手」が 45.8%で最も多

く、次いで「買い物や手続きの代行」が 30.1%、「冬期の除雪」が 26.4％、「外出時の介助」が 25.4％となっている。 

ボランティア支援を受けたことがない障がい者が 7 割以上であるが、一般市民の 29.6％が障がい者との交流に「参加したい」と回答し

ており、またボランティア支援への関心も「非常に関心がある」、「多少は関心がある」を合わせると 66.3％となっている。 

（３）生活をする地域での障がいへの理解度、差別を感じたことの有無 

生活する地域での障がい者への理解度について「充分理解されている」もしくは「おおむね理解されている」とした人の割合は、身体障

がい者が 34.9%、知的障がい者が 24.6%、精神障がい者が 28.7%であり、いずれの障がいの区分でも「よくわからない」が最も多くなって

いる。一般市民においては、「充分理解されている」もしくは「おおむね理解されている」とした人の割合は 45.2％と、障がい者に比べて

高くなっている。また、障がいがあることで差別を感じたことがあるかについては、いずれの障がい区分ともに、「障がいがあるだけで、

判断能力がないと思われた」がそれぞれ 30.0％、59.3％、54.5％で多くなっている。 

障がいのある人とない人で障がい者への理解度の認識にギャップがある。地域住民と障がい者の相互理解を深めるために必要だと思う

ことについては、「障がいのある方の地域活動などの参加に対して配慮すること」が 49.1％で最も多く、次いで「交流の機会を増やすこ

と」が 47.5％、「行政からの情報提供を行うこと」が 44.5％となっており、さらに理解促進のための取組みを進める必要がある。 
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【別紙】各サービスの利用状況一覧 

① 日常生活を支援するサービス 

身体障がい者 

 利用している 利用していない 今後利用したい 制度を知らない 合計 

件数 割合 件数 割合 件数 割合 件数 割合 件数 割合 

居宅介護 205 14.0 1,086 73.9 134 9.1 44 3.0 1,469 100.0 

重度訪問介護 38 3.3 998 87.0 49 4.3 62 5.4 1,147 100.0 

重度障がい者等包括支援 62 5.0 1,030 83.8 53 4.3 84 6.8 1,229 100.0 

同行援護 28 2.5 1,006 89.9 17 1.5 68 6.1 1,119 100.0 

行動援護 40 3.4 999 84.7 58 4.9 83 7.0 1,180 100.0 

移動支援 96 7.8 979 79.3 86 7.0 74 6.0 1,235 100.0 

療養介護 102 8.6 973 81.7 52 4.4 64 5.4 1,191 100.0 

生活介護 287 22.1 903 69.7 54 4.2 52 4.0 1,296 100.0 

日中一時支援 62 5.3 1,009 85.7 41 3.5 66 5.6 1,178 100.0 

地域活動支援センター 41 3.5 1,007 86.0 34 2.9 89 7.6 1,171 100.0 

短期入所 89 7.0 1,022 80.3 96 7.5 65 5.1 1,272 100.0 

補装具・日常生活用具 421 31.3 813 60.5 54 4.0 55 4.1 1,343 100.0 

相談支援事業 204 15.8 853 66.2 145 11.2 87 6.7 1,289 100.0 
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知的障がい者 

 利用している 利用していない 今後利用したい 制度を知らない 合計 

件数 割合 件数 割合 件数 割合 件数 割合 件数 割合 

居宅介護 25 10.9 174 75.7 17 7.4 14 6.1 230 100.0 

重度訪問介護 5 2.4 174 84.9 9 4.4 17 8.3 205 100.0 

重度障がい者等包括支援 10 4.7 172 81.1 6 2.8 24 11.3 212 100.0 

同行援護 3 1.5 176 87.1 1 0.5 22 10.9 202 100.0 

行動援護 17 8.0 161 75.6 16 7.5 19 8.9 213 100.0 

移動支援 30 13.7 151 68.9 21 9.6 17 7.8 219 100.0 

療養介護 9 4.4 165 80.5 6 2.9 25 12.2 205 100.0 

生活介護 49 22.1 143 64.4 15 6.8 15 6.8 222 100.0 

日中一時支援 55 24.3 137 60.6 14 6.2 20 8.8 226 100.0 

地域活動支援センター 16 7.5 161 75.2 15 7.0 22 10.3 214 100.0 

短期入所 25 11.2 148 66.4 30 13.5 20 9.0 223 100.0 

補装具・日常生活用具 17 8.1 166 79.4 6 2.9 20 9.6 209 100.0 

相談支援事業 78 34.7 104 46.2 22 9.8 21 9.3 225 100.0 
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精神障がい者 

 利用している 利用していない 今後利用したい 制度を知らない 合計 

件数 割合 件数 割合 件数 割合 件数 割合 件数 割合 

居宅介護 28 14.0 141 70.5 17 8.5 14 7.0 200 100.0 

重度訪問介護 6 3.7 130 79.8 7 4.3 20 12.3 163 100.0 

重度障がい者等包括支援 12 6.8 131 74.4 8 4.5 25 14.2 176 100.0 

同行援護 2 1.3 127 83.0 3 2.0 21 13.7 153 100.0 

行動援護 4 2.4 130 78.3 4 2.4 28 16.9 166 100.0 

移動支援 13 7.5 127 73.4 10 5.8 23 13.3 173 100.0 

療養介護 17 10.2 118 71.1 9 5.4 22 13.3 166 100.0 

生活介護 25 14.0 126 70.4 8 4.5 20 11.2 179 100.0 

日中一時支援 13 7.8 126 75.4 6 3.6 22 13.2 167 100.0 

地域活動支援センター 19 11.4 115 69.3 8 4.8 24 14.5 166 100.0 

短期入所 12 6.8 134 75.7 9 5.1 22 12.4 177 100.0 

補装具・日常生活用具 15 8.8 129 75.4 6 3.5 21 12.3 171 100.0 

相談支援事業 54 30.2 2 45.8 25 14.0 18 10.1 179 100.0 
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② 住むための支援や精神科病院からの退院を支援するサービス 

身体障がい者 

 利用している 利用していない 今後利用したい 制度を知らない 合計 

件数 割合 件数 割合 件数 割合 件数 割合 件数 割合 

共同生活援助 21 1.7 1,065 86.7 20 1.6 123 10.0 1,229 100.0 

施設入所支援 101 8.1 980 78.8 60 4.8 104 8.4 1,245 100.0 

地域移行支援 6 0.5 1,008 87.3 13 1.1 127 11.0 1,154 100.0 

地域定着支援 34 3.0 936 81.7 41 3.6 135 11.8 1,146 100.0 

自立生活援助 ‐ ‐ ‐ ‐ 192 39.2 298 60.8 490 100.0 

知的障がい者 

 利用している 利用していない 今後利用したい 制度を知らない 合計 

件数 割合 件数 割合 件数 割合 件数 割合 件数 割合 

共同生活援助 28 13.0 148 68.8 16 7.4 23 10.7 215 100.0 

施設入所支援 27 12.5 146 67.6 20 9.3 23 10.6 216 100.0 

地域移行支援 4 2.0 164 82.0 1 0.5 31 15.5 200 100.0 

地域定着支援 4 1.9 153 74.3 12 5.8 37 18.0 206 100.0 

自立生活援助 ‐ ‐ ‐ ‐ 33 31.1 73 68.9 106 100.0 

精神障がい者 

 利用している 利用していない 今後利用したい 制度を知らない 合計 

件数 割合 件数 割合 件数 割合 件数 割合 件数 割合 

共同生活援助 10 5.6 126 70.8 14 7.9 28 15.7 178 100.0 

施設入所支援 15 8.4 126 70.8 9 5.1 28 15.7 178 100.0 

地域移行支援 3 1.8 121 73.3 7 4.2 34 20.6 165 100.0 

地域定着支援 9 5.3 107 62.9 20 11.8 34 20.0 170 100.0 

自立生活援助 ‐ ‐ ‐ ‐ 46 41.8 64 58.2 110 100.0 
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③ 就労を支援するサービス 

身体障がい者 

 利用している 利用していない 今後利用したい 制度を知らない 合計 

件数 割合 件数 割合 件数 割合 件数 割合 件数 割合 

自立訓練（機能・生活） 166 12.7 994 76.1 29 2.2 118 9.0 1,307 100.0 

就労移行支援 21 1.8 1,030 87.2 13 1.1 117 9.9 1,181 100.0 

就労継続支援（A型 B型） 38 3.2 1,000 84.2 17 1.4 132 11.1 1,187 100.0 

就労定着支援 ‐ ‐ ‐ ‐ 65 16.7 324 83.3 389 100.0 

知的障がい者 

 利用している 利用していない 今後利用したい 制度を知らない 合計 

件数 割合 件数 割合 件数 割合 件数 割合 件数 割合 

自立訓練（機能・生活） 32 15.0 144 67.6 7 3.3 30 14.1 213 100.0 

就労移行支援 21 10.1 149 72.0 12 5.8 25 12.1 207 100.0 

就労継続支援（A型 B型） 50 22.9 133 61.0 10 4.6 25 11.5 218 100.0 

就労定着支援 ‐ ‐ ‐ ‐ 29 27.9 75 72.1 104 100.0 

精神障がい者 

 利用している 利用していない 今後利用したい 制度を知らない 合計 

件数 割合 件数 割合 件数 割合 件数 割合 件数 割合 

自立訓練（機能・生活） 25 12.6 131 66.2 8 4.0 34 17.2 198 100.0 

就労移行支援 20 11.0 121 66.5 8 4.4 33 18.1 182 100.0 

就労継続支援（A型 B型） 28 15.8 105 59.3 6 3.4 38 21.5 177 100.0 

就労定着支援 ‐ ‐ ‐ ‐ 26 25.2 77 74.8 104 100.0 
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④ 権利擁護に関するサービス 

身体障がい者 

 利用している 利用していない 今後利用したい 制度を知らない 合計 

件数 割合 件数 割合 件数 割合 件数 割合 件数 割合 

成年後見制度 24 1.7 1,104 80.4 57 4.2 188 13.7 1,373 100.0 

日常生活自立支援事業 127 9.0 1,004 71.2 70 5.0 210 14.9 1,411 100.0 

知的障がい者 

 利用している 利用していない 今後利用したい 制度を知らない 合計 

件数 割合 件数 割合 件数 割合 件数 割合 件数 割合 

成年後見制度 15 6.5 149 64.2 25 10.8 43 18.5 232 100.0 

日常生活自立支援事業 20 8.8 134 58.8 22 9.6 52 22.8 228 100.0 

精神障がい者 

 利用している 利用していない 今後利用したい 制度を知らない 合計 

件数 割合 件数 割合 件数 割合 件数 割合 件数 割合 

成年後見制度 7 3.5 124 62.6 19 9.6 48 24.2 198 100.0 

日常生活自立支援事業 29 13.7 108 51.2 23 10.9 51 24.2 211 100.0 
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⑤ コミュニケーションに関するサービス 

身体障がい者 

 利用している 利用していない 今後利用したい 制度を知らない 合計 

件数 割合 件数 割合 件数 割合 件数 割合 件数 割合 

手話通訳 10 0.8 1,096 90.1 12 1.0 98 8.1 1,216 100.0 

要約筆記支援 17 1.4 1,056 87.5 30 2.5 104 8.6 1,207 100.0 

点訳支援 6 0.5 1,052 89.6 8 0.7 108 9.2 1,174 100.0 

音訳支援 16 1.4 1,045 88.7 7 0.6 110 9.3 1,178 100.0 

知的障がい者 

 利用している 利用していない 今後利用したい 制度を知らない 合計 

件数 割合 件数 割合 件数 割合 件数 割合 件数 割合 

手話通訳 - - 183 87.6 - - 26 12.4 209 100.0 

要約筆記支援 1 0.5 177 87.2 1 0.5 24 11.8 203 100.0 

点訳支援 - - 177 87.6 - - 25 12.4 202 100.0 

音訳支援 - - 177 88.1 - - 24 11.9 201 100.0 

精神障がい者 

 利用している 利用していない 今後利用したい 制度を知らない 合計 

件数 割合 件数 割合 件数 割合 件数 割合 件数 割合 

手話通訳 1 0.6 147 84.5 1 0.6 25 14.4 174 100.0 

要約筆記支援 2 1.2 142 82.1 3 1.7 26 15.0 173 100.0 

点訳支援 1 0.6 141 82.5 1 0.6 28 16.4 171 100.0 

音訳支援 1 0.6 142 83.0 1 0.6 27 15.8 171 100.0 
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⑥ 発達の遅れのある子を支援するサービス 

身体障がい者 

 利用している 利用していない 今後利用したい 制度を知らない 合計 

件数 割合 件数 割合 件数 割合 件数 割合 件数 割合 

児童発達支援 23 2.5 774 82.6 5 0.5 135 14.4 937 100.0 

医療型児童発達支援 15 1.6 767 83.6 9 1.0 127 13.8 918 100.0 

放課後等デイサービス 20 2.2 767 83.5 12 1.3 120 13.1 919 100.0 

保育所等訪問支援 7 0.8 766 84.4 11 1.2 124 13.7 908 100.0 

居宅訪問型児童発達支援 - - - - 21 6.7 294 93.3 315 100.0 

知的障がい者 

 利用している 利用していない 今後利用したい 制度を知らない 合計 

件数 割合 件数 割合 件数 割合 件数 割合 件数 割合 

児童発達支援 27 13.8 143 73.3 1 0.5 24 12.3 195 100.0 

医療型児童発達支援 18 9.5 143 75.7 2 1.1 26 13.8 189 100.0 

放課後等デイサービス 36 18.5 131 67.2 4 2.1 24 12.3 195 100.0 

保育所等訪問支援 5 2.8 147 81.2 1 0.6 28 15.5 181 100.0 

居宅訪問型児童発達支援 - - - - 4 4.7 81 85.3 85 100.0 

精神障がい者 

 利用している 利用していない 今後利用したい 制度を知らない 合計 

件数 割合 件数 割合 件数 割合 件数 割合 件数 割合 

児童発達支援 3 2.1 113 78.5 1 0.7 27 18.8 144 100.0 

医療型児童発達支援 2 1.4 110 78.0 2 1.4 27 19.1 141 100.0 

放課後等デイサービス 4 2.8 109 77.3 2 1.4 26 18.4 141 100.0 

保育所等訪問支援 1 0.7 110 79.1 2 1.4 26 18.7 139 100.0 

居宅訪問型児童発達支援 - - - - 3 4.1 70 95.9 73 100.0 

 



第５期障がい福祉計画および第１期障がい児福祉計画策定に係る
施設整備予定量等調査について（報告）

第５期障がい福祉計画および第１期障がい児福祉計画における各種サービス見込量の基礎資料とするため、岩見沢市内
の障がい福祉サービス関係事業所（３８か所）を対象に施設整備予定量等の調査を実施しました。

区分 Ｈ29見込 Ｈ30予定 Ｈ31予定 Ｈ32予定 計 備考

生活介護 8 20 9 37

就労移行支援 △4 1 6 3

就労継続支援A型 △14 △14 定員変更

就労継続支援B型 4 46 1 51

児童発達・放課後等デイサービス 10 10 20

共同生活援助 4 21 18 19 62

短期入所（ショートステイ） 1 1

【事業所開設または定員変更等の予定】

【Ｈ30障がい者総合支援法改正に伴う新サービスの実施予定】

区分 サービス内容 予定事業所数 備考

就労定着支援≪新≫
一般就労へ移行した障がい者について、就労に伴う生活面の課題に対し、就労の継続を図
るために企業・自宅等への訪問や障がい者の来所により必要な連絡調整や指導・助言等を
行うサービス。

2 他に1社検討中

自立生活援助≪新≫
障がい者支援施設やグループホーム等から一人暮らしへの移行を希望する知的障がい者や
精神障がい者などについて、本人の意思を尊重した地域生活を支援するため、一定の期間
にわたり、定期的な巡回訪問や随時の対応により支援を行うサービス。

1 他に1社検討中

居宅訪問型児童発達支援≪新≫
重度の障がい等の状態にある障がい児であって、障がい児通所支援を利用するために外出
することが著しく困難な障がい児に発達支援が提供できるよう、障がい児の居宅を訪問し
て発達支援を行うサービス。

0
実施予定事業所
なし

（単位：人）



第１期障がい児福祉計画について

現行の岩見沢市障がい者福祉計画（第２期）において、「自立と社会参加の促進」
の目標の中に「（１）療育・教育」として施策の方向性を示していたところ。
児童福祉法の改正に伴い、「障がい児福祉計画」の策定が義務付けられたことから、
障がい児支援の充実を施策目標として新たに項目立てし、医療的ケアが必要な児童
や発達障がいへの支援の充実、関係機関との連携等を施策の方向性に盛り込む。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理念 目標 施策の方向 施策 

①相談支援体制の充実 

②障害福祉サービス・地域生活支援事業の充実 

③人材の育成・確保 

④生涯を通した支援の確保 

①障がいの原因となる疾病等の予防 

②適切な保健・医療の提供 

③精神障がい者施策の充実 

  

①障がい児支援の充実 

②学校教育における支援の充実 

①福祉的就労の充実 

②一般就労の推進 

  

①社会参加の促進 

②スポーツ・文化活動の振興  

③ボランティアとの連携 

①権利擁護の推進 

②理解の促進 

③障がいを理由とする差別の解消の推進 

①住まい・まちづくりの推進 

②移動・交通のバリアフリーなどの促進 

③防災・防犯対策の推進 

①情報バリアフリーの促進 

②コミュニケーションの推進 

  

①地域生活への移行の促進 

②地域生活の継続 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理念 目標 施策の方向 施策 

①相談支援体制の充実 

②障害福祉サービス・地域生活支援事業の充実 

③人材の育成・確保 

④生涯を通した支援の確保 

①障がいの原因となる疾病等の予防 

②適切な保健・医療の提供 

③精神障がい者施策の充実 

  

①障がい児支援の充実 

②学校教育における支援の充実 

①福祉的就労の充実 

②一般就労の推進 

  

①社会参加の促進 

②スポーツ・文化活動の振興  

③ボランティアとの連携 

①権利擁護の推進 

②理解の促進 

③障がいを理由とする差別の解消の推進 

①住まい・まちづくりの推進 

②移動・交通のバリアフリーなどの促進 

③防災・防犯対策の推進 

①情報バリアフリーの促進 

②コミュニケーションの推進 

  

①地域生活への移行の促進 

②地域生活の継続 

療育・教育施策の方向性（現行計画抜粋）
①障がい児支援の充実
・ 発達の遅れや障がいが認められる子どもに対し、早期に相談・
指導を行うなど、一人ひとりに応じたきめ細かな支援を行い、
乳幼児期から学校卒業までの一貫した計画的な療育・教育環境の
整備を進めます。

・ 障害児通所支援の利用料の無料化を継続し、発育や発達に支援
の必要がある子どもに対する適切な療育を促進します。

・ 放課後等デイサービスをはじめとする障害児通所支援の提供
体制の充実を図り、支援が行きわたる環境を整備します。

②学校教育における支援の充実
・ 障がいの有無に関わらず、様々な子ども同士が関わりながら、
個性をのびのびと発揮できる環境の提供に向けて、特別支援学級
の充実に努めるとともに、すべての子どもたちが可能な限り同じ
場で学べるよう配慮に努めます。

・ 教職員や子どもたちとその保護者に対し、発達障がいについて
の理解を深めるため、特別支援教育の充実に努めます。

数値目標（障がい福祉計画）
児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、
保育所等訪問支援、障害児相談支援

＋
居宅訪問型児童発達支援（Ｈ30新サービス）
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